
山形県健康福祉部障がい福祉課
主査 綿貫 修太

障がい者福祉施策及び児童福祉施策の最新の動向
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障がい福祉等の動向に関する講義



本講義の獲得目標

障害者総合支援法等の目的、基本理念や障害福祉サ
ービス等の基本的な内容を理解する。

障害者総合支援法等における自立支援給付等の仕組
みを理解する。

障害者支援における権利擁護と虐待防止に関わる法律
を理解する。
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Ⅰ 障害福祉施策の経緯と動向
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（在宅・施設別）
障害者総数 １１６４．６万人（人口の約９．３％）

うち在宅 １１１６．０万人（９５．８％）
うち施設入所 ４８．７万人（ ４．２％）

（年齢別）
うち６５歳未満 ５３％

うち６５歳以上 ４７％

○ 障害者の総数は１１６４．６万人であり、人口の約９．３％に相当。
○ そのうち身体障害者は４２３．０万人、知的障害者は１２６．８万人、精神障害者は６１４．８万人。

障害者の数

出典 在宅身体障害者（児)及び在宅知的障害者（児)：厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査（令和４年)、施設入所身体障害者（児)及び施設入所知的障害者（児)：厚生労働省「社会福祉施設等調査」（令
和３年)等、

在宅精神障害者及び入院精神障害者：厚生労働省「患者調査」（令和２年)より厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部で作成
※在宅身体障害者（児)及び在宅知的障害者（児)は。障害者手帳所持者数の推計。このため、障害者手帳非所持で障害福祉サービス等を利用している者は含まれていない。
※施設入所身体障害者（児)及び施設入所知的障害者（児)には高齢者施設に入所している者は含まれていない。
※年齢別の身体障害者（児)及び知的障害者（児)数は在宅者数（年齢不詳を除く)での算出し、精神障害者数は在宅及び施設入所者数（いずれも年齢不詳を除く)で算出。
※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。
※令和２年から患者調査の総患者数の推計方法を変更している。具体的には、再来外来患者数の推計に用いる平均診療間隔の算出において、前回診療日から調査日までの算定対象の上限を変更している（平成29年
までは31日以上を除外していたが、令和２年からは99日以上を除外して算出。)
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「ノーマライゼーション」理念の浸透

【H15】

【S56】
障害者基本法

（心身障害者対策基本法
として昭和45年制定）

�
�

�
�
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費
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行

精神衛生
法から精神
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【S62】

精神薄弱者福
祉法から知的障
害者福祉法へ

【H10】

精神保健法か
ら精神保健福

祉法へ

【H7】

利用者が
サービスを選択
できる仕組み

３障害
共通の制度

国
際
障
害
者
年

完
全
参
加
と
平
等

地域生活
を支援

心身障害者対策基本法
から障害者基本法へ

【H5】

“

”

障害者基本法
の一部改正

【H23】 共生社会の
実現

【H25.4】

障
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・
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童
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法
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一
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行

【H24.4】

相談支援の充実、障害児
支援の強化など

地域社会に
おける共生の実現

難病等を
対象に

障害保健福祉施策の歴史

【H30,R3】

改
正
法
の
施
行
・報
酬
改
定

【R6.4】

6

身体障害者福祉法
（昭和24年制定）

知的障害者福祉法
（精神薄弱者福祉法
として昭和35年制定）

精神保健福祉法
（精神衛生法として

昭和25年制定） 発達障害
を対象に

（H22・12）
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正
法
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定
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Ⅱ 障害者総合支援法等の概要
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１ 目的及び基本理念等
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第一条 （目的）

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊
重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、
基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等の
ための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的か
つ計画的に推進することを目的とする。

第四条 （差別の禁止）

何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、そ
れを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がなされな
ければならない。

３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るた
めに必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

障害者の権利に関する条約（国際連合）
第一条（目的）

この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確
保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々な障壁との相互作用によ
り他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられることのあるものを含む。

障害者基本法
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障害者総合支援法の目指すもの（目的規定）

• 個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことを支
援する

• 障害者や障害児の福祉の増進とともに、障害の有無にかかわらず
国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる「地
域社会づくり」を進める

（目的）

第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉

法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関

する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日

常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援

事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の

有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に

寄与することを目的とする。

障害者総合支援法
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（基本理念）

第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害

の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであると

の理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な

場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機

会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において

他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活

を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他の一切のものの除去に資する

ことを旨として、総合的かつ計画的に行われなければならない。

13



（児童の福祉を保障するための原理）

第一条 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を

保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図ら

れることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

（児童育成の責任）

第二条 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童

の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身

ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

②児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

③国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

（原理の尊重）

第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児

童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

児童福祉法
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２ 障害福祉サービス等の概要
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障害者・児

都道府県

・広域支援 ・人材育成 等

介護給付

支援

地域生活支援事業

市 町 村

・居宅介護 ・重度訪問介護

・同行援護 ・行動援護
・療養介護 ・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

・基本相談支援

・地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）

・計画相談支援

自立支援医療

・更生医療

・育成医療
・精神通院医療

・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具

・移動支援 ・地域活動支援センター
・福祉ホーム 等

補装具

自立支援給付

第２８条第１項

第５条第16項

第６条

第５条第24項

第５条第25項

第７７条第１項

第７８条

★自立支援医療のうち、精神
通院医療の実施主体は都道
府県及び指定都市

★原則として国が１／２負担

★国が１／２以内で補助

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助 第２８条第２項

訓練等給付

相談支援

障害者総合支援法の給付・事業
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平成24年度の児童福祉法改正による障害児施設・事業の一元化

児童デイサービス

重症心身障害児（者）通園事業（補助事業）

障害児通所支援

・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・保育所等訪問支援

・居宅訪問型児童発達支援

障害児入所支援

・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設

通
所
サ
ー
ビ
ス

入
所
サ
ー
ビ
ス

知的障害児通園施設

難聴幼児通園施設

肢体不自由児通園施設（医）

知的障害児施設
第一種自閉症児施設（医）
第二種自閉症児施設

盲児施設
ろうあ児施設

肢体不自由児施設（医）
肢体不自由児療護施設

重症心身障害児施設（医）

＜＜ 障害者自立支援法 ＞＞

＜＜ 児童福祉法 ＞＞

（医）とあるのは医療の提供を行って
いるもの

＜＜ 児童福祉法 ＞＞

○ 障害児支援の強化を図るため、従来の障害種別で分かれていた施設体系について、通所・入所の利用
形態の別により一元化。

【市町村】 【市町村】

【都道府県】

【都道府県】
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⼀般就労に移⾏した⼈に、就労に伴う⽣活⾯の課題に対応するための⽀援を⾏う就労定着支援

⼀⼈暮らしに必要な理解⼒・⽣活⼒等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により⽇常⽣活における
課題を把握し、必要な⽀援を⾏う⾃⽴⽣活援助

夜間や休⽇、共同⽣活を⾏う住居で、相談、⼊浴、排せつ、⾷事の介護、⽇常⽣活上の援助を⾏う共同⽣活援助

⾃⽴した⽇常⽣活⼜は社会⽣活ができるよう、⼀定期間、⾝体機能の維持、向上のために必要な訓練を⾏う⾃⽴訓練（機能訓練）
⾃⽴した⽇常⽣活⼜は社会⽣活ができるよう、⼀定期間、⽣活能⼒の維持、向上のために必要な⽀援、訓
練を⾏う⾃⽴訓練（⽣活訓練）

⼀般企業等への就労を希望する⼈に、⼀定期間、就労に必要な知識及び能⼒の向上のために必要な訓練を
⾏う就労移⾏支援

⼀般企業等での就労が困難な⼈に、雇⽤して就労の機会を提供するとともに、能⼒等の向上のために必要な
訓練を⾏う就労継続支援（A型）

⼀般企業等での就労が困難な⼈に、就労する機会を提供するとともに、能⼒等の向上のために必要な訓練を
⾏う就労継続支援（B型）

施設に⼊所する⼈に、夜間や休⽇、⼊浴、排せつ、⾷事の介護等を⾏う施設入所支援

⾃宅で介護する⼈が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、⼊浴、排せつ、⾷事の介護等を⾏う短期入所
医療と常時介護を必要とする⼈に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び⽇常⽣活の世話
を⾏う療養介護

常に介護を必要とする⼈に、昼間、⼊浴、排せつ、⾷事の介護等を⾏うとともに、創作的活動⼜は⽣産活動の
機会を提供する⽣活介護

⾃宅で、⼊浴、排せつ、⾷事の介護等を⾏う居宅介護
重度の肢体不⾃由者⼜は重度の知的障害若しくは精神障害により⾏動上著しい困難を有する者であって常
に介護を必要とする⼈に、⾃宅で、⼊浴、排せつ、⾷事の介護、外出時における移動⽀援、⼊院時の⽀援等
を総合的に⾏う

重度訪問介護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する⼈が外出する時、必要な情報提供や介護を⾏う同⾏援護

⾃⼰判断能⼒が制限されている⼈が⾏動するときに、危険を回避するために必要な⽀援、外出⽀援を⾏う⾏動援護

介護の必要性がとても⾼い⼈に、居宅介護等複数のサービスを包括的に⾏う重度障害者等包括支援

（注）１.表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利⽤できるサービスにマークを付している。 ２.利⽤者数及び施設・事業所数は、令和４年１⽉サービス提供分（国保連データ）者 児

居
住
支
援
系

訪
問
系

日
中
活
動
系
施
設
系

訓
練
系
・
就
労
系

障害福祉サービス等の体系（介護給付・訓練等給付）

介
護
給
付

訓
練
等
給
付

児者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

者

児

児

児

児

サービス内容 利⽤者数 施設・事業所数

21,757

7,499

5,678

2,026

10

198,067

12,192

25,332 

13,184

45

45,113 

21,010

298,119 

5,281

258

12,363

2,238

14,150

35,415 

83,302

323,786 

189

1,315

2,977

4,377

16,068

1,270 

168,318

295

12,400

124,432

15,191 1,530

2,560
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【サービス利⽤⽀援】
・ サービス申請に係る⽀給決定前にサービス等利⽤計画案を作成
・ ⽀給決定後、事業者等と連絡調整等を⾏い、サービス等利⽤計画を作成

【継続利⽤⽀援】
・ サービス等の利⽤状況等の検証（モニタリング）
・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな⽀給決定等に係る申請の勧奨

計画相談支援

【障害児利⽤援助】
・ 障害児通所⽀援の申請に係る給付決定の前に利⽤計画案を作成
・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を⾏うとともに利⽤計画を作成

【継続障害児⽀援利⽤援助】
障害児相談支援

住居の確保等、地域での⽣活に移⾏するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業
所への同⾏⽀援等を⾏う地域移⾏支援

常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して⽣じた緊急事態等における相談、障害福祉
サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種⽀援を⾏う地域定着支援

施設に⼊所している障害児に対して、保護、⽇常⽣活の指導及び知識技能の付与を⾏う福祉型障害児入所施設

施設に⼊所⼜は指定医療機関に⼊院している障害児に対して、保護、⽇常⽣活の指導及び
知識技能の付与並びに治療を⾏う医療型障害児入所施設

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達⽀援を⾏う居宅訪問型児童発達支援

保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団
⽣活への適応のための専門的な⽀援などを⾏う保育所等訪問支援

⽇常⽣活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団⽣活への適応訓練などの⽀
援を⾏う児童発達支援

⽇常⽣活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団⽣活への適応訓練などの
⽀援及び治療を⾏う医療型児童発達支援

授業の終了後⼜は休校⽇に、児童発達⽀援センター等の施設に通わせ、⽣活能⼒向上のた
めの必要な訓練、社会との交流促進などの⽀援を⾏う放課後等デイサービス

（注）１.表中の「 」は「障害者」、「 」は「障害児」であり、利⽤できるサービスにマークを付している。 ２.利⽤者数及び施設・事業所数は、令和５年１⽉サービス提供分（国保連データ）者 児

障
害
児
通
所
系

障
害
児

入
所
系

相
談
支
援
系

障
害
児
支
援
に
係
る
給
付

障害福祉サービス等の体系（障害児支援、相談支援に係る給付）

障
害
児

訪
問
系

※ 障害児⽀援は、個別に利⽤の要否を判断（⽀援区分を認定する仕組みとなっていない）※ 相談⽀援は、⽀援区分によらず利⽤の要否を判断（⽀援区分を利⽤要件としていない）

相
談
支
援
に
係
る
給
付

児

者

者

者

児

児

児

児

児

児

児

児

11,004

88

19,638

167,112

1,730

309,961

336

15,649

115

1,512

1,320

1,750

41,028

180

198

213,753 

71,609

566 

4,092

9,805

6,045

320

563

サービス内容 利⽤者数 施設・事業所数
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本県障害福祉サービス事業所等一覧
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３ 就労選択支援について
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4 自立支援給付について
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市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合（申請・支給決定の変更）には、指定を受けた特

定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。

＊ 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案（セルフプラン）を提出可。

支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し（モニタリン

グ）について、計画相談支援給付費を支給する。

障害児についても、児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所サービ

スの利用に係る障害児支援利用計画（障害者のサービス等利用計画に相当）を作成する。

＊ 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス

等利用計画を作成。（障害児に係る計画は、同一事業者が一体的（通所・居宅）に作成）

介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付の支給決定プロセスについて

受
付
・申
請

障
害
支
援
区
分
の
認
定

計
画
案
の
作
成

サ
ー
ビ
ス
等
利
用

支
給
決
定

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
時
の

支給決定時から
ケアマネジメン
トを実施

サ
ー
ビ
ス
利
用

一定期間ごとの
モニタリング

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

支
給
決
定
後
の

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議
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障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

必要とされる⽀援の度合い（低い） （高い）

○ 障害の多様な特性その他の⼼⾝の状態に応じて必要とされる標準的な⽀援の度合を総合的に⽰すもの。

① 障害支援区分の定義（法第４条第４項）

○ 市町村は、障害者等から介護給付費等の⽀給に係る申請を受理した場合、以下の⼿続きによる「障害⽀援区分の認定」を⾏う。

② 障害支援区分の認定手続き

市
町
村
へ
の
申
請

二
次
判
定

（
市
町
村
審
査
会
）

市
町
村
に
よ
る
認
定

（
申
請
者
へ
の
通
知
）

一
次
判
定

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
判
定
）

認定調査員による
訪問調査の結果

（認定調査の結果）

主治医の意⾒書
（医師意⾒書）

認定調査員による
特記事項

主治医の意⾒書
（医師意⾒書）

③ 市町村審査会による二次判定結果（平成27年10月～平成28年９月）

合計区分６区分５区分４区分３区分２区分１非該当

249,867件59,479件37,538件46,478件53,224件46,914件6,163件71件

100.0%23.8%15.0%18.6%21.3%18.8%2.5%0.0%
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障害支援区分の認定調査項目（80項目）

１．移動や動作等に関連する項目（12項目）

１－４ 移乗１－３ 座位保持１－２ 起き上がり１－１ 寝返り

１－８ 歩⾏１－７ ⽚⾜での⽴位保持１－６ 両⾜での⽴位保持１－５ ⽴ち上がり

１－12 えん下１－11 じょくそう１－10 衣服の着脱１－９ 移動

２．身の回りの世話や日常生活等に関連する項目（16項目）

２－４ 排尿２－３ 入浴２－２ 口腔清潔２－１ 食事

２－８ ⾦銭の管理２－７ 薬の管理２－６ 健康・栄養管理２－５ 排便

２－12 調理２－11 危険の認識２－10 日常の意思決定２－９ 電話等の利⽤

２－16 交通⼿段の利⽤２－15 買い物２－14 洗濯２－13 掃除

３．意思疎通等に関連する項目（６項目）

３－４ 説明の理解３－３ コミュニケーション３－２ 聴⼒３－１ 視⼒

－－３－６ 感覚過敏・感覚鈍麻３－５ 読み書き

４．行動障害に関連する項目（34項目）

４－５ 暴⾔暴⾏４－４ 昼夜逆転４－３ 感情が不安定４－２ 作話４－１ 被害的・拒否的

４－10 落ち着きがない４－９ 徘徊４－８ ⽀援の拒否４－７ 大声・奇声を出す４－６ 同じ話をする

４－15 不潔⾏為４－14 物や衣類を壊す４－13 収集癖４－12 １人で出たがる４－11 外出して戻れない

４－20 不安定な⾏動４－19 多動・⾏動停⽌４－18 こだわり４－17 ひどい物忘れ４－16 異食⾏動

４－25 過食・反すう等４－24 突発的な⾏動４－23 不適切な⾏為４－22 他人を傷つける⾏為４－21 ⾃らを傷つける⾏為

４－30 話がまとまらない４－29 意欲が乏しい４－28 対人⾯の不安緊張４－27 反復的⾏動４－26 そう鬱状態

－４－34 多飲水・過飲水４－33 集団への不適応４－32 ⾃己の過大評価４－31 集中⼒が続かない

５．特別な医療に関連する項目（12項目）

５－４ ストーマの処置５－３ 透析５－２ 中⼼静脈栄養５－１ 点滴の管理

５－８ 疼痛の看護５－７ 気管切開の処置５－６ レスピレーター５－５ 酸素療法

５－12 カテーテル５－11 じょくそうの処置５－10 モニター測定５－９ 経管栄養
35



計画相談支援・障害児相談支援のしくみ

○ 障害者総合支援法に基づくサービスの利用に当たっては、相談支援事業者が作成する「サービス等
利用計画」が必要。（※児童福祉法に基づく障害児支援については、「障害児支援利用計画」）

※ 平成22年12月成立の「つなぎ法」による関係法令改正の施行（平成24年4月）により、平成27年3月までは経過措置として、市町村が
必要と認めた場合に計画を作成することとされていたが、平成27年4月より、全例について計画が必要となった。

※ 各事業所で計画を作成する相談支援専門員には、高い能力が求められるため、一定の実務経験に加えて都道府県が主催する研修の修
了を義務づけている。

（利用プロセスのイメージ）

相談支援事業者

都道府県
相談支援専門員

養成研修

＊ ２６年度までは、②は市区町村
が必要と認めた場合のみであるが、
２７年度からは全例について求め
ることとなった。

利用者（保護者） 市町村
（計画案の受領後、支給決定）

① 支給申請

② ｻｰﾋﾞｽ等利用計画案の求め

サ
ー
ビ
ス
利
用
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（１）サービス等利用計画及び障害児支援利用計画と個別支援計画の関係

指定特定相談支援事業者等
（計画作成担当）

サービス事業者等

・障害者の心身の状況
・その置かれている環境
・日常生活の状況
・現に受けているサービス
・サービス利用の意向
・支援する上で解決すべ

き課題
・その他

・生活に対する意向
・総合的な援助の方針
・解決すべき課題
・サービスの目的（長期・短期）
・その達成時期
・サービスの種類・内容・量
・サービス提供の留意事項

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等

サービス等利用計画を受けて、
自らの障害福祉サービス事業所
の中での取組について具体的に
掘り下げて計画を作成するよう努
める。

個
別
支
援
計
画

・置かれている環境
・日常生活の状況
・利用者の希望する生活
・課題
・その他

ア
セ
ス
メ
ン
ト

ア
セ
ス
メ
ン
ト

障害福祉サービス等に加え、保
健医療サービス、その他の福祉
サービスや地域住民の自発的活
動なども計画に位置づけるよう努
める。

複数サービスに共通
の支援目標、複数
サービスの役割分担、
利用者の環境調整等、
総合的な支援計画を
作る。

サービス事業者

○ サービス等利用計画等については、相談支援専門員が、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切
なサービスの組み合わせ等について検討し、作成。

○ 個別支援計画については、サービス管理責任者等が、サービス等利用計画等における総合的な援助方針等を踏ま
え、当該事業所が提供するサービスの適切な支援内容等について検討し、作成。



ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
等

個
別
支
援
計
画

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

相
談
支
援
事
業
者 支

給
決
定
（市
町
村
）

サ
ー
ビ
ス
事
業
者

ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等

個
別
支
援
会
議

継
続
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
等

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

個
別
支
援
計
画
の
実
施

（
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

個
別
支
援
計
画
の
変
更

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

個
別
支
援
計
画
の
原
案

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等
の
変
更

サ

ー

ビ

ス

担

当

者

会

議

※点線枠部分は、必要により実施

（２）指定特定相談支援事業者（計画作成担当）及び障害児相談支援事業者と
障害福祉サービス事業者等の関係

資
源
ア
セ
ス
メ
ン
ト

二
次
ア
セ
ス
メ
ン
ト

利
用
契
約
（利
用
開
始
）

必要に応じて、医療の必
要性や職業能⼒の程度な
どについて、外部の専門
機関等に状況照会。

参加者は当事者、家族、
当事者の⽀援に必要な関
係者、⽀援機関等。



利用者負担について

負担上限月額世帯の収入状況区分

０円生活保護受給世帯生活保護

０円市町村民税非課税世帯(注1)低所得

９，３００円
市町村民税課税世帯（所得割１６万円(注2)未満）

※入所施設利用者（２０歳以上）、グループホー
ム・ケアホーム利用者を除く。(注3)

一般１

３７，２００円上記以外一般２

＜障害者の場合＞

（注１）３人世帯で障害者基礎年金１級受給の場合、収入が概ね３００万円以下の世帯が対象となります。
（注２）収入が概ね６７０万円以下の世帯が対象になります。

（注３）入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合は
「一般２」。

＜障害児の場合＞

負担上限月額世帯の収入状況区分

０円生活保護受給世帯生活保護

０円市町村民税非課税世帯低所得

４，６００円
通所施設、ホームヘルプ利
用の場合

市町村民税課税世
帯

（所得割２８万円(注)

未満）

一般１

９，３００円入所施設利用の場合

３７，２００円上記以外一般２

世帯の範囲種別

障害のある方と
その配偶者

１８歳以上の
障害者
(施設に入所

する１８、１９
歳を除く)

保護者の属する
住民基本台帳で
の世帯

障害児
(施設に入所

する１８，１９
歳を含む)

（注）収入が概ね９２０万円以下の世帯が対象。

＜世帯の範囲＞
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利用者負担に関する配慮措置

医療型施設
利用者
（入所）

入所施設
利用者

（２０歳未満）

ホームヘルプ
利用者

通所施設（事業）
利用者

グループホーム・
ケアホーム利用者

入所施設
利用者

（２０歳以上）

自
己
負
担

食
費
・
光
熱
水
費

利用者負担の負担上限月額設定（所得段階別）

高額障害福祉サービス等給付費（世帯での所得団塊別負担上限）

生活保護への移行防止（負担上限額を下げる）

事業主の負担によ
る就労継続Ａ型事
業（雇用型）の減
免措置

医療型個別減免
（医療、食事療養
費と合わせ、上限
額を設定）

補足給付

（食費・光熱水費を
減免）

食費については実
費負担ですが、通
所施設（事業）を利
用した場合には、食
費の人件費支給に
よる軽減措置が受
けられます。

補足給付
（家賃負担を軽減）

食費の人件費支
給による軽減措置

補足給付

（食費・光熱水費を
減免）
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自立支援医療制度の概要

根 拠 法 ： 障害者総合支援法

概 要 ： 障害者（児）が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な心身の障害の状態を軽減するための医療（保険
診療に限る。）について、当該医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度

※ 所得に応じ１月あたりの自己負担上限額を設定（月額総医療費の１割がこれに満たない場合は１割）
※ 保険優先のため、通常、医療保険の自己負担分（３割）と上記の自己負担上限額の差額分を自立支援医療費により支給

実 施 主 体 ： 【更生医療・育成医療】 市町村 【精神通院医療】 都道府県・指定都市

負 担 割 合 ： 【更生医療・育成医療】 国 1/2，都道府県1/4，市町村1/4 【精神通院医療】 国1/2，都道府県・指定都市1/2

支給決定件数 ： 【更生医療】 286,634件 【育成医療】 16,440件 【精神通院医療】 2,367,381件 ※令和３年度

更 生 医 療 ： 身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者で、その障害の状態を軽減する手術等の治療により確実に効果
が期待できる者（18歳以上）

育 成 医 療 ： 児童福祉法第４条第２項に規定する障害児のうち、障害に係る医療を行わないときは将来において身体障害者
福祉法別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、手術等により確実な治療の効果が期待できる者
（18歳未満）

精神通院医療 ： 精神保健福祉法第５条に規定する精神疾患（てんかんを含む。）を有する者で、通院による精神医療を継続的
に要する者

根拠法及び概要

対 象 者

（精神通院医療）
精神科専門療法
訪問看護

（更生医療・育成医療）
肢体 不自由 ･･･ 関節拘縮 → 人工関節置換術 言語障害 ･･･ 口蓋裂 → 形成術
視 覚 障 害 ･･･ 白内障 → 水晶体摘出術 免疫機能障害 ･･･ 抗HIV療法

聴 覚 障 害 ･･･ 高度難聴 → 人工内耳埋込術
内 臓 障 害 ･･･ 心臓機能障害 → ペースメーカー埋込手術

腎臓機能障害 → 腎移植、人工透析 肝臓機能障害 → 肝移植

＜先天性内臓障害＞ 鎖肛 →  人工肛門の造設 ※ 育成医療のみ

対象となる医療の例
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「重度かつ継続」の範囲
○疾病、 症状等から対象となる者

[ 更 生 ・ 育 成 ]  腎 臓 機 能 ・ 小 腸 機 能 ・ 免 疫 機 能 ・ 心 臓 機 能 障 害 ( 心 臓 移 植 後 の 抗 免 疫 療 法 に 限 る ) ・ 肝 臓 の 機 能 障 害 ( 肝 臓 移 植 後 の 抗 免 疫 療 法 に 限 る ) の 者
[ 精 神 通 院 ]    ① 統 合 失 調 症 、 躁 う つ 病 ・ う つ 病 、 て ん か ん 、 認 知 症 等 の 脳 機 能 障 害 、 薬 物 関 連 障 害 （ 依 存 症 等 ） の 者

② 精 神 医 療 に 一 定 以 上 の 経 験 を 有 す る 医 師 が 判 断 し た 者

○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
[ 更 生 ・ 育 成 ・ 精 神 通 院 ] 医 療 保 険 の 多 数 回 該 当 の 者

負担上限月額の経過的特例措置 ※上記の太枠部分

育 成 医 療 の 中 間 所 得 １ ， ２ 及 び 「 重 度 か つ 継 続 」 の 一 定 所 得 以 上 の 負 担 上 限 月 額 に つ い て は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 経 過 的 特 例 措 置

自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

一定所得以上

中 間 所 得 ２

中 間 所 得 １

低 所 得 ２

低 所 得 １

生 活 保 護

① 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担上限額を設定。（月額総医療費の１割がこれに満たない場合は１割）
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない（重度かつ継続）者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。

市町村民税非課税（低所得１を除く）

市町村民税非課税（本人又は障害児の保護者の年収80万円以下)

生活保護世帯

市町村民税 33,000円未満（年収約290～400万円未満）

市町村民税 33,000円以上235,000円未満（年収：約400～833万円未満）

市町村民税 235,000円以上（年収約833万円以上）

０円

２，５００円

５，０００円

５，０００円 ５，０００円

１０，０００円 １０，０００円

２０，０００円対 象 外 対 象 外

更生医療・
精神通院医療

育成医療 重度かつ継続

総医療費の１割
又は高額療養費
（医療保険）の

自己負担限度額

所得区分（医療保険の世帯単位）

【自己負担上限月額】

医療保険（７割） 自立支援医療費
（月額医療費－医療保険－患者負担）

患者負担
（１割又は負担上限額）

【月額医療費の負担イメージ】 ＊医療保険加入者（生活保護世帯を除く）

＊年収については、夫婦＋障害者である子の３人世帯の粗い試算
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１．制度の概要
障害者が日常⽣活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場⾯における効率の向上を図ること及

び障害児が将来、社会人として独⽴⾃活するための素地を育成助⻑することを目的として、⾝体機
能を補完⼜は代替し、かつ、⻑期間にわたり継続して使⽤される⽤具（別紙「補装具種目⼀覧」を
参照）について、同⼀の⽉に購入⼜は修理に要した費⽤の額（基準額）を合計した額から、当該補
装具費⽀給対象者等の家計の負担能⼒その他の事情をしん酌して政令で定める額（政令で定める額
が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額）を控除して得た
額（補装具費）を⽀給する。

※政令で定める額…市町村⺠税世帯非課税者以外の者︓37,200円、市町村⺠税世帯非課税者︓0円

２．対象者 補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※ 難病患者等については、特殊の疾病告⽰に定める疾病に限る

３．実施主体 市町村

４．申請方法等
障害者（障害児の場合は扶養義務者）が市町村⻑に申請し、⾝体障害者更⽣相談所等の判定⼜は

意⾒に基づく市町村⻑の決定により、補装具費の⽀給を受ける。

補装具費支給制度の概要
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５．費用負担
⑴公費負担

補装具の購入⼜は修理に要した費⽤の額（基準額）から利⽤者負担額（原則１割）を除した額
を補装具費とし、この補装具費について以下の割合により負担。

負担割合 （国︓５０／１００、 都道府県︓２５／１００、 市町村︓２５／１００）
⑵利⽤者負担

所得に応じ、以下の負担上限⽉額を設定。
〈所得区分及び負担上限⽉額〉

• ただし、障害者本人⼜は世帯員のいずれかが⼀定所得以上の場合（本人⼜は世帯員のうち市町村⺠税所得割
の最多納税者の納税額が４６万円以上の場合）には補装具費の⽀給対象外とする。

• ⽣活保護への移⾏防⽌措置あり

参 考
１．補装具の種目

［⾝体障害者・⾝体障害児共通］
義肢 装具 座位保持装置 盲人安全つえ 義眼眼鏡 補聴器 ⾞椅⼦ 電動⾞椅⼦ 歩⾏器
歩⾏補助つえ（Ｔ字状・棒状のものを除く）重度障害者⽤意思伝達装置

［⾝体障害児のみ］
座位保持椅⼦ 起⽴保持具 頭部保持具 排便補助具

２．創設年度 平成１８年１０⽉施⾏
※ 障害者⾃⽴⽀援法施⾏に伴い、⾝体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく補装具給付制度を⼀

元化し、補装具費⽀給制度としたもの。
[⾝体障害者福祉法] 昭和２５年度 [児童福祉法] 昭和２６年度

・ ⽀給根拠 障害者総合⽀援法 第７６条第１項
・ 国の負担根拠 障害者総合⽀援法 第９５条第１項第２号

０円⽣活保護世帯に属する者⽣活保護
０円市町村⺠税非課税世帯低所得

３７，２００円市町村⺠税課税世帯⼀ 般
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補装具費の支給の仕組み

○補装具の購入（修理）を希望する者は、市町村に補装具費⽀給の申請を⾏う。
○申請を受けた市町村は、更⽣相談所等の意⾒を基に補装具費の⽀給を⾏うことが適切であると認めるときは、補装具費の⽀給の決定を⾏う。
○補装具費の⽀給の決定を受けた障害者等は、事業者との契約により、当該事業者から補装具の購入(修理)のサービス提供を受ける。
○障害者等が事業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けた時は、
（償還払方式の場合）

・事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費⽤を⽀払うとともに、
・市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費⽤（補装具費＝基準額－利⽤者負担額）に相当する額を請求する。

（代理受領の場合）
・障害者等は、事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費⽤のうち利⽤者負担額を⽀払うとともに、
・事業者は、市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費⽤から利⽤者負担額を差し引いた額を請求する。

○市町村は、事業者から補装具費の請求があった時は、補装具費の⽀給を⾏う。

○補装具の購入（修理）を希望する者は、市町村に補装具費⽀給の申請を⾏う。
○申請を受けた市町村は、更⽣相談所等の意⾒を基に補装具費の⽀給を⾏うことが適切であると認めるときは、補装具費の⽀給の決定を⾏う。
○補装具費の⽀給の決定を受けた障害者等は、事業者との契約により、当該事業者から補装具の購入(修理)のサービス提供を受ける。
○障害者等が事業者から補装具の購入(修理)のサービスを受けた時は、
（償還払方式の場合）

・事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費⽤を⽀払うとともに、
・市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費⽤（補装具費＝基準額－利⽤者負担額）に相当する額を請求する。

（代理受領の場合）
・障害者等は、事業者に対し、補装具の購入(修理)に要した費⽤のうち利⽤者負担額を⽀払うとともに、
・事業者は、市町村に対し、補装具の購入(修理)に通常要する費⽤から利⽤者負担額を差し引いた額を請求する。

○市町村は、事業者から補装具費の請求があった時は、補装具費の⽀給を⾏う。

市町村
補装具

製作業者

①補装具費支給申請
⑨費用支払いの請求 （90/100）

④補装具費支給決定(種目・金額)
※申請者が適切な業者の選定に必要と

なる情報の提供

⑩費用の支払い（補装具費の支給）

⑤重要事項の説明、契約

⑦補装具の引渡し

⑧補装具の購入(修理)費のう
ち自己負担額の支払い

（100／100）

利用者
（申請者）

②意見照会
判定依頼

③見書の交付
判定書の交付

⑥製作指導
適合判定 更生相談所等

指定自立支援医療機関
保 健 所

市町村
補装具

製作業者

①補装具費支給申請

④補装具費支給決定(種目・金額)
※申請者が適切な業者の選定に
必要となる情報の提供

⑤重要事項の説明、契約

⑦補装具の引渡し

⑧補装具の購入(修理)費のう
ち自己負担額の支払い

⑨代理受領に係る補装具費支
払請求書を提出

利用者
（申請者）

②意見照会
判定依頼

③見書の交付
判定書の交付

⑥製作指導
適合判定 更生相談所等

指定自立支援医療機関
保 健 所

⑩代理受領に係る補装具費支払請求書を提出

⑪補装具費の支払い

償還払方式の場合 代理受領の場合
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5 地域生活支援事業について
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地域⽣活支援事業費等補助⾦ ５０２億円 ○地域⽣活⽀援事業 ４４２億円 ○地域⽣活⽀援促進事業 ６０億円
（令和６年度予算額） （５０５億円） （４４４億円） （６０億円）

○ 地域⽣活支援事業 （障害者総合⽀援法第77条・第77条の2・第78条）
(1) 事業の実施主体である市町村等が、地域の特性や利⽤者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効果的・効率的な

事業実施が可能である事業
［地域の特性］ 地理的条件や社会資源の状況
［柔軟な形態］ ① 委託契約･広域連合等の活⽤ ② 突発的なニーズに臨機応変に対応可能

③ 個別給付では対応できない複数の利⽤者に対応可能
(2) 地方分権の観点から、地方が⾃主的に取り組む事業（事業の実施内容は地方が決定）
(3) ⽣活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利⽤することも可能。

・ 補助率 ※統合補助⾦
市町村事業︓国１／２以内･都道府県１／４以内で補助、 都道府県事業︓国１／２以内で補助

○ 地域⽣活⽀援促進事業 （平成29年度に創設）
発達障害者⽀援、障害者虐待防止対策、障害者就労⽀援、障害者の芸術文化活動の促進等、国として促進すべき事
業について、特別枠に位置づけ、５割⼜は定額の補助を確保し、質の⾼い事業実施を図る。
・ 補助率 国１／２⼜は定額（10／10相当）

障害者及び障害児が基本的⼈権を享有する個⼈としての尊厳にふさわしい⽇常⽣活⼜は社会⽣活を営むことができるよう、
地域の特性や利⽤者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を計画的に実施。

概要

令和６年度予算額

事業内容

令和７年度予算額
５０２億円

地域生活支援事業等について
令和６年度予算額

５０５億円
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52

○ 発達障害者支援、障害者虐待防止対策、障害者就労支援、障害者の芸術文化活動の促進等、国として促進すべき
事業（補助率） 市町村事業：国１／２ 都道府県事業：国１／２ 又は 定額（10/10相当）

令和７年度地域生活支援促進事業



6 苦情解決制度について
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苦情解決事業

平成１２年の社会福祉事業法改正により、福祉サービスは、これまでの行政による措置制度から、

利用者が自らの意思でサービスを選択し、事業者と対等な立場で契約を結ぶことにより利用する制度へ
変更されることとなった。

福祉サービスにおいて、苦情を適切に解決することは、利用者にとっては、福祉サービスに対する

満足感を高めることや早急な虐待防止対策が講ぜられること等の効果が期待でき、事業者にとっては、
利用者ニーズの把握や提供サービスの妥当性の検証が可能となる。

福祉サービスに関する苦情は、本来、当事者である利用者と事業者との間で自主的に解決される
べきものである。しかしながら、苦情を密室化せず、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の
立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、事業者段階及び都道府県段階それぞれに苦情
解決の仕組みを整備することとした。

それぞれの苦情解決の仕組みは下記の通りである。

ア 事業者段階の仕組み

社会福祉法第８２条において、すべての社会福祉事業の経営者についての苦情解決の責務を明確化
するとともに第三者委員の設置など苦情解決の仕組みを設けることとしている。

イ 都道府県段階の仕組み
社会福祉法第８３条の規定により、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、

福祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、公正・
中立な第三者機関として「運営適正化委員会」を設置している。
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福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの概要図

福 祉 サ ー ビ ス 利 用 者

事業者
苦情（意見）の受付

苦情内容の確認

話し合い

＊事業者が選任した第三者

＊利用者・事業者・第三者

※事業者の苦情解決の責務を明確化

運営適正化委員会

都道府県社会福祉協議会に設置

人格が高潔であり、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会
福祉、法律又は医療に関し学識経験の有する者で構成

②苦情の解決についての相談
⑥解決のあっせん

⑧苦情に対する解決
（処理）状況の報告

④処理内容の調査
⑤事情調査
⑦結果の伝達

都道府県

申出の内容により、①事業者段階、②運営適正化委員
会、③直接監査のいずれかを選択して解決を図ること

⑨情報提供緊急時の通知

苦情申出

③
助
言

⑤
事
情
調
査

監査の際の確認（苦情申出）

①
苦
情
申
出
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7 介護給付費等に係る処分に関する
都道府県の不服審査について
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介護給付費等に係る処分に関する都道府県の不服審査

目的

障害者総合支援法では、障害者（児）の障害福祉サービスの利用が適正に確保されるよう、
障害者又は障害児の保護者（以下「障害者等」という。）が市町村の行った介護給付費等に
係る処分に不服がある場合は、その請求により都道府県が客観的な立場から当該処分の
適否について迅速に審査を行うこととしている。（法第九七条第一項）

審査の実施主体

都道府県知事

審査体制

都道府県知事は、条例で定めるところにより、審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者
介護給付費等不服審査会（以下「不服審査会」という。）を置くことができる。（法第九十八条
第一項）

審査請求の対象となる処分

市町村が行う障害福祉サービスの個別給付に係る処分が審査請求の対象となる。（法第９７
条第１項）
※具体的には事項に掲げるものが対象となる。
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（１）障害支援区分に関する処分

障害程度区分の認定は、それ自体独立した行政処分であり、支給決定の勘案事項の一つとして介護給付費等に係る処分に
当たるので、都道府県知事への審査請求の対象となる。

• 障害支援区分の認定（法第二一条第１項）
• 障害支援区分の再認定（法第二四条第４項）

（２）支給決定又は地域相談支援給付決定に係る処分
介護給付費等の支給決定に係る処分には、支給決定(支給量等の決定）に関する処分と支払決定（サービス利用後の具体

的な請求に対する支出決定）に関する処分のいずれもが含まれる。
 支給要否決定に関する処分

• 介護給付費等の支給要否決定
• 地域相談支援給付費との給付要否決定

 支給決定（支給量等の決定）に関する処分
• 支給決定（障害福祉サービスの種類、支給量、有効期間の決定）
• 支給決定の変更の決定
• 支給決定の取り消しの決定
• 地域相談支援給付決定（地域相談支援の種類、地域相談支援給付量、有効期間の設定
• 地域相談支援給付決定の取り消し決定

 支給決定に関する処分
• 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費

（３）利用者負担に係る処分

利用者負担は、給付と表裏の関係にあることから、利用者負担に係る決定は、「介護給付費等に係る処分」として審査請求の
対象となる。

• 利用者負担の月額上限に関する決定
• 利用者負担の災害減免等の決定
• 高額障害福祉サービス費の給付決定
• 補足給付の決定（特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費）
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8 介護保険制度との関係について
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介護保険と障害福祉の適用関係

社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害福祉
サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給
付を優先して受けることになる。

市町村は、介護保険の被保険者（受給者）である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、

（２）介護給付費等と介護保険制度との適用関係

市町村は、介護保険の被保険者（受給者）である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、
個別のケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可
能か否か、当該介護保険サービスに係る保険給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給
者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。

② 介護保険サービス優先の捉え方

ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護
保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合
でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これに
より必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類
や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優
先的に利用するものとはしないこととする。

したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容（利用意向）を聴き取り
により把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に
判断すること。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申
請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断
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③ 具体的な運用

申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本
的には介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険
給付が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。

ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サー
ビスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険の
ケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。

イ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者
が実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合（当該事
情が解消するまでの間に限る。）。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

状態の変化によりサービスの必要量が増減する場合があるが、介護保険利用前に必要とされていたサービスが、介護保険利
用開始前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい。

「平成26年3月障害保健福祉関係主管課長会議」

イ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの（同
行援護、行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等）については、当該障害福祉サービスに係る介
護給付費等を支給する。

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」

市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認
められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能

障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者総
合支援法に基づくサービスを受けることが可能
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９ （自立支援）協議会について
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（協議会の設置）

法第八九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関
係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職
務に従事する者その他の関係者により構成される協議会を置くように努めなければならない。

２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連携をはかることにより、地域における障害者等への支援体制に
関する課題について、情報を共有し、関係期間等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の
整備について協議を行うものとする。

（自立支援）協議会の法的位置づけ

保健・医療

当事者サービス事業者

子育て支援

相談支援事業者

（自立支援）協議会

企業・就労支援

高齢者介護

行政機関

障害者相談員

民生委員

学校

宅建業者

【（自立支援）協議会を構成する関係者イメージ】
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市町村（自立支援）協議会の機能

• 困難事例や地域の現状・課題等の情報共有と情報発信情報機能

• 地域の関係機関によるネットワーク構築
• 困難事例への対応のあり方に対する協議、調整

調整機能

• 地域の社会資源の開発、改善開発機能

• 構成員の資質向上の場としての活用教育機能

• 権利擁護に関する取り組みを展開する権利擁護機能

• 中立公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者、基幹相談支
援センター等の運営評価

• 指定特定相談支援事業、重度包括支援事業等の評価
• 都道府県相談支援体制整備事業の活用

評価機能

出典：自立支援協議会の運営マニュアル （財団法人日本障害者リハビリテーション協会（平成20年3月発行） 64



各会議の標準的なシステムとポイント
（地域自立支援）協議会はプロセス（個別課題の普遍化）
機能する協議会のイメージ

全体会 年２～３回

定例会 毎月開催

運営会議（事務局会議） 毎月開催・随時

専門部会
随時開催

専門部会
随時開催

専門部会
随時開催

専門部会
随時開催

ニーズ・課題
・個別ケース等

一般的な協議会のイメージ

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

Aさん Bさん Cさん Dさん

＊全体会において地域全体で確認

ポイント５

＊課題別に具体的議論を深める。社会資源の改
善・開発を全体会に提案

＊定例会で地域の情報を共有し、具体的に協議
する場（参加者は現場レベル）

＊個別の支援会議で確認した課題の取扱につ
いて運営会議で協議・調整
（交通整理役、協議会のエンジン）

＊個別支援会議は協議会の命綱

これが開催されないと、協議会の議論が空回り
する場合が多い。

＊本人を中心に関係者が支援する支援を行う
上での課題を確認する場

出典：自立支援協議会の運営マニュアル （財団法人日本障害者リハビリテーション協会（平成20年3月発行） 一部改変

ポイント４

ポイント３

ポイント２

ポイント１
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• 自己完結に陥らない（ネットワークで取り組む基盤をつくる）

• 他人事にとらえない（地域の課題を的確に把握する）

• 出来ることから進める（成功体験を積み重ねる）

• 取り組みの成果を確認する（相互に評価する）

市町村（自立支援）協議会は地域づくりの中核

市町村（自立支援）協議会は地域が協働する場

地域で障害者を支える
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都道府県（自立支援）協議会

①法的根拠

（障害者総合支援法施行規則）

第六五の一五 法第七十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事業は、（略）、都道
府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、（略）その他
障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応
が必要なものとする。

②役割

• 都道府県内の圏域事の相談支援体制の状況を把握・評価し整備方策を助言

• 相談支援従事者の研修のあり方を協議

• 専門的分野における支援方策について情報や知見を共有、普及

• その他（都道府県障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議、権利擁護の普及に関する
こと等）

③構成メンバー等

相談支援従事者、専門相談機関、更生相談所、児童相談所、教育委員会、学識経験者、

市町村（協議会）代表、当事者・家族会代表、その他都道府県関係行政機関 等
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山形県自立支援協議会の取組み

（１）県自立支援協議会の運営

山形県全域における障がい者及び障がい児の相談支援体制の構築等について協議を行うため、山形県自立支援協議会を設置
し、運営している。令和６年度は令和７年３月７日開催。

（２）県自立支援協議会の相談支援部会の設置・運営

協議会の専門部会として、相談支援部会を平成26年９月に設置。相談支援従事者の育成のため、研修のあり方の検討等を行
っている。

（３）県自立支援協議会の活動状況

〇 相談支援推進員会議の開催

開催日 令和６年７月12日、令和６年12月９日

内 容 令和６年度の活動予定について

・相談支援推進員と総合支庁との意見交換について

・地域移行を推進するワーキンググループについて

・各研修会の実施について 等

〇 相談支援推進員と総合支庁との意見交換会

開催日 令和７年１月20日（村山）、１月28日（置賜）

参集者 自立支援協議会 チーフ推進員、各総合支庁、県庁

内 容 ・自立支援協議会における県庁、総合支庁、相談支援推進員の役割について

・圏域相談支援連絡会の今後のあり方について

〇 地域移行を推進するワーキンググループの開催

開催日 令和６年８月29日（置賜）、９月５日（庄内）、10月７日（最上）、令和７年２月28日（村山）

参集者 自立支援協議会 チーフ推進員、ブロック推進員、障がい者支援施設管理者、県、関係市町村 等

内 容 ・県の地域移行にかかる目標や自立支援協議会の活動の報告

・各施設から地域移行の現状（取組状況）と課題を報告

・今後のワーキンググループの進め方 68



10 地域生活支援拠点等の整備について
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障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の
機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた
創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

体験の機会・場

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

多機能拠点整備型 ⾯的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

地域生活支援拠点等の整備について

グループホーム
障害者⽀援施設

基幹相談⽀援センター 等

専門性 地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者⽀援施設

基幹相談⽀援センター
短期入所

相談⽀援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター
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【機能１】 相談体制の整備
１ 地域生活支援拠点のキモは相談支援体制の整備

にあり

２ すでにある程度は整備されている委託相談や計 画
相談に加え、基幹相談支援センターや地域移行・定
着相談などの整備が重要

３ 特に緊急対応（24時間365日対応）の相談は必須 （
短期入所などの緊急対応が整備されても、そこへアク
セスできなければ効果半減）

＜具体例＞千葉県柏市

市委託による相談専門職員４名（地域定着支援と兼務し，地域移行支援にも対応)及び計画
相談を担当する相談支援専門員４名の計８名を配置。サービス利用援助に係る相談から専
門的な相談、緊急時の相談のいずれにも対応できる体制を整えている。
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【機能２】 緊急時の受け入れ・対応

１ 地域生活支援拠点のもう１つのキモが緊急時の受入れ体制

の整備

２ 障害福祉サービスに限らず、介護保険事業所や医療機関な
ども含めて地域全体の社会資源を全て活用可能
※ 緊急対応は短期入所だけにこだわらない

＜具体例＞神奈川県厚木市

介護者の不在や障がい特性に起因する対応困難が想定される場合、平常時
からサービス等利用計画を通して、関係者間で情報共有を図り、緊急時に受
入候補となる障害者支援施設への短期入所を経験して備える。相談から受入
調整までの対応は、開所時間内はサービス等利用計画を作成した相談支援専
門員が行い、夜間、休日は基幹相談支援センターが行うものとしている。受入
候補施設への調整が難航した場合には、緊急一時保護場所として障がい福祉
課を活用する。受入後、原則48時間以内に、サービス等利用計画作成者は、
再発防止や今後の方向性を検討するための会議を開催を行う。
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【機能３】 体験の機会・場の整備

１ 入所施設や自宅で暮らす障がいのある人の地域
生活を進めるためには、ＧＨを中心とした体験の機会
や場の整備が必要

２ 特にＧＨでの暮らしは実際に体験することでイメー
ジが持ちやすくなるため、ＧＨの体験利用ができる体
制づくりが重要

３ 他県では、GHではなく、一人暮らしの体験の場の
提供を行っている事例も存在

＜具体例＞兵庫県西宮市

地域での自立生活を目指す人に対して、社会福祉協議会が設置する「地域共生館ふ
れぼの」内の自立生活準備室を活用し、障害福祉サービスを利用しながら一人暮らし
が体験できる場を提供する。
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【機能４】 専門的人材の確保・
養成

１ 障害のある方の生活を支えるにあたって、専門性の
機能を担保するために、医療的ケア、行動障害、重度
化・高齢化に対応できる人材の養成が必要

２ 自治体において独自の研修を企画できれば理想的
だが、県や他の機関が実施している研修に参加する
等、自治体が計画的に人材を養成することが必要

＜具体例＞東京都新宿区

拠点等となる事業所のうち１事業所に研修コーディネーターを配置し、区内事業所向けの研
修等を実施することにより、人材育成、サービス水準の向上・標準化を図る体制を備えている
。
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【機能５】 地域の体制づくり

１ 地域の様々な機関が連携し、地域課題
の明確化と解決に向けて、共同で対応す
る体制づくりが必要

＜具体例＞栃木県栃木市

自立支援協議会を中心に地域課題の整理・取り組み方法の検討及び
ニーズの高い医療的ケアが必要な方に対する支援体制づくりを進めて
いる。
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地域生活支援拠点等の整備促進について（通知）【骨子】

平成２９年７月７日

○ 地域生活支援拠点等の整備促進を図るため、目的、必要な機能等、市町村・都道府県の責務と役割を
周知・徹底する。

趣旨

○ 障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、
重度障害にも対応できる専門性を有し、障害者等やその家族
の緊急事態に対応を図る。

整備の目的

○ ５つの機能を集約して、「多機能拠点整備型」、「面的整備
型」等、地域の実情に応じた整備を行う。

① 相談 ② 緊急時の受け入れ・対応
③ 体験の機会・場 ④ 専門的人材の確保・養成
⑤ 地域の体制づくり

※ 地域の実情を踏まえ、必要な機能やその機能の内容の充足
の程度については、市町村が判断する。

※ 緊急時の対応等について、医療機関との連携も含め、各機
能を有機的に組み合わせる。

※ 地域の実情に応じた機能の付加も可能。

必要な機能等

○ 個別事例を積み重ね、地域の共通課題を捉え、地域づくりの
ために活用することが重要である。

○ 必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又
は必要な時に、運営に必要な機能の実施状況を把握しなけれ
ばならない。

運営上の留意点

【整備に向けた取組】
○ 地域におけるニーズの把握や課題の整理を早期

に行い、積極的な整備を進める必要がある。

○ 拠点等の整備については、必要な機能等の実効
性の担保等により市町村が総合的に判断する。
（拠点等の整備時期を明確にしておくことが必要）

【必要な機能の充実・強化】
○ 地域の課題や目標を共有しながら、相互に連携す

る効果的な取組を推進していくこと。

○ 効果的な運営の継続
・ 市町村の定期的な評価
・ 拠点等の取組情報の公表（普及・啓発）

【都道府県の役割】
○ 都道府県は、拠点等の整備、運営に関する研修会

等を開催し、管内市町村における好事例（優良事例）
の紹介、また、現状や課題等を把握し、共有するなど
後方的かつ継続的な支援を図る。

市町村・都道府県の責務と役割
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Ⅲ 障害者支援における権利擁護
と虐待防止に関わる法律
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１ 障害者の権利に関する条約及び
障害者差別解消法について
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我が国は「障害者の権利に関する条約」を批准しました！
障害者権利条約とは？

条約を締結するとどうなるの？

■ 「障害者権利条約」は，障害者の人権や基本的自由の享有を確保し，障害者の固有の尊厳の
尊重を促進するため，障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。
例えば ◆障害に基づくあらゆる差別（合理的配慮の否定※を含む。）を禁止

◆障害者が社会に参加し、包容されることを促進
◆条約の実施を監視する枠組みを設置，等

※過度の負担ではないにもかかわらず，障害者の権利の確保のために必要・適当な調整等（例：スロープの設置）を行わないことを指します。

■ 我が国において，障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化されます。
（障害者の身体の自由や表現の自由等の権利，教育や労働等の権利が促進されます。）
（我が国による条約の実施を，国内において監視する枠組み（障害者政策委員会）や，国連の障害者権利委員会への
報告を通じて，継続的に説明していきます。また，障害者権利委員会委員への立候補について検討していきます。）
■ 人権尊重についての国際協力が一層推進されます。

2006年12月 国連総会で条約が採択されました。
2007年 9月 我が国が条約に署名しました。
2008年 5月 条約が発効しました。

条約締結に先立ち，障害当事者の意見も聴きながら，国内法令の整備を推進してきました。
2011年 8月 障害者基本法が改正されました。
2012年 6月 障害者総合支援法が成立しました。
2013年 6月 障害者差別解消法が成立し，障害者雇用促進法が改正されました。

これらの法整備をうけて，国会において議論され，2013年11月19日の衆議院本会議，12月4日の参議院本会議において全会一致で
締結が承認されました。

2014年3月現在 （我が国を含め）
142か国・1地域機関が締結済みです。

条約成立まで−締結に向けて我が国ではどのような取組が行われたの？

2014年3月 外務省人権人道課 （お問い合わせは03-5501-8240まで）

2014年1月20日に我が国は「障害者権利条約」の締約国になりました。
また，2月19日に，我が国について障害者権利条約が発効しました。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法＜平成２５年法律第６５号＞）の概要
施行日：平成２８年４月１日（施行後３年を目途に必要な見直し検討）

Ⅱ．差別を解消するための支援措置

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活⽤・充実紛争解決・相談

● 障害者差別解消⽀援地域協議会における関係機関等の連携地域における連携

● 普及・啓発活動の実施啓発活動

Ⅰ．差別を解消するための措置

差別的取扱いの禁止 合理的配慮の不提供の禁止

国・地方公共団体等
⺠間事業者

国・地方公共団体等
⺠間事業者法的義務

法的義務

（１）政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）
具体的な対応

● 主務大⾂による⺠間事業者に対する報告徴収、助⾔・指導、勧告実効性の確保

※ 地方の策定は努⼒義務国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する対応要領を策定
事業者 ⇒ 事業分野別の対応指針（ガイドライン）を策定

（２）

情報収集等 ● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供
80

※令和６年４月１日から事業者も努力義務から法的
義務になった。



山形県障がいのある人もない人も
共に生きる社会づくり条例について

○目的

・障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す。

○内容

・基本理念

・障がいを理由とする差別の解消の推進

・共生する社会の実現に向けた施策

・障がいを理由とする差別に関する相談体制

・共生する社会の実現に向けた推進体制
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２ 障害者虐待防止法について

82



障害者虐待防止法の概要

目 的

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に
対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、
障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、 養護者に対する支援のための
措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者
の権利利益の擁護に資することを目的とする。

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、
平成２４年１０月１日施行）

定 義

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的
障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

２ ｢障害者虐待｣とは、次の３つをいう。
①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③使用者による障害者虐待

３ 障害者虐待の類型は、次の５つ。（具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。）

①身体的虐待 （障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること）

②放棄・放置 （障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等）

③心理的虐待 （障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと）

④性的虐待 （障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること）

⑤経済的虐待 （障害者から不当に財産上の利益を得ること） 83



障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に
相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

２ ｢障害者虐待｣とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。
３ 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②放棄・放置、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の５つ。

定 義

１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。
２ 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定める。

３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を
学校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。

虐待防止施策

使用者による障害者虐待障害者福祉施設従事者等による障害者虐待養護者による障害者虐待

[事業主の責務] 当該事業所における障害者に対す
る虐待防止等のための措置を実施

[設置者等の責務] 当該施設等における障害者に
対する虐待防止等のための措置を実施

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保

[スキーム][スキーム][スキーム]

市
町
村

都
道
府
県

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

市
町
村

附則第２条
政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の

確保を実効的に行うための方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の
保護及び自立の支援、養護者に対する支援等のための制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者から
の暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。

検討

通報 ①事実確認（立入調査等）
②措置(一時保護、後見審判請求)

①監督権限等の適切な行使
②措置等の公表

①監督権限等の
適切な行使
②措置等の公表

通報
通報

通知

報告報告
労働局都道府県

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、平成２４年１０月１日施行）

市町村

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であ
ること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支
援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資すること
を目的とする。

目 的
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【障害者虐待事例への対応状況】

（１）養護者による障害者虐待

（２）障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
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（３）使用者による障害者虐待

①通報・届出のあった事業所数 ②虐待が認められた事業所数

③虐待が認められた障害者数
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内 容 と 具 体 例区 分

暴力によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛り付けたり、過剰な投薬によって動きを抑制する行為。
【具体的な例】
・平手打ちする ・殴る ･蹴る ・壁に叩きつける ・つねる ・無理やりに食べ物や飲み物を口にいれる
・やけど ・打撲させる ・身体拘束（柱やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを
抑制する、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬等を服用させる等）

身体的虐待

性的な行為やその強要（表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある）
【具体的な例】
･性行 ・性器への接触 ・性的行為を強要する ・裸にする ・キスする
・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する ・わいせつな映像を見せる
・更衣やトイレ等の場面をのぞいたり映像や動画を撮影する

性的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること。
【具体的な例】
・「バカ」「あほ」等障害者を侮辱する言葉を浴びせる ・怒鳴る ・ののしる ・悪口を言う ・仲間に入れない
･子ども扱いする ・人格をおとしめるような扱いをする ・話しているのに意図的に無視する

心理的虐待

食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない等に
よって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。
【具体的な例】
・食事や水分を十分に与えない ・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している ・あまり入浴させない
・汚れた服を着させ続ける ・排泄の介助をしない ・髪や爪が伸び放題 ・室内の掃除をしない
・ごみを放置したままにしてある等劣悪な住環境の中で生活させる ・病気やけがをしても受診させない
・学校に行かせない ・必要な福祉サービスを受けさせない ･制限する
・同居人による身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する

放棄・放置

本人の同意なしに（あるいはだます等して）財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の
使用を理由なく制限すること。
【具体的な例】
・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産や預貯金分を処分・運用する
・日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない ・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない。

経済的虐待
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虐待行為と刑法

虐待行為は、刑事罰の対象になる場合があります。

等に該当することが考えられます。

これまでの虐待事案においても、虐待した障害者福祉施設等の職員が警察によって逮捕、
送検された事案が複数起きています。

該当する刑法の例虐待行為の類型

刑法第199条殺人罪、第204条傷害罪、第208条暴行罪、
第220条逮捕監禁罪

① 身体的虐待

刑法第176条強制わいせつ罪、第177条強制性交等罪、
第178条準強制わいせつ、準強制性交等罪

② 性的虐待

刑法第222条脅迫罪、第223条強要罪、第230条名誉毀損罪、
第231条侮辱罪

③ 心理的虐待

刑法第218条保護責任者遺棄罪④ 放棄・放置

刑法第235条窃盗罪、第246条詐欺罪、第249条恐喝罪、
第252条横領罪

⑤ 経済的虐待
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４ 「障害福祉サービス等の提供に係る意思
決定ガイドライン」について
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「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要

１．意思決定支援の定義
意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を

送ることができるように、可能な限り本人が自ら意志決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くして
も本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討のために事業者の職員が行う支援の行
為及び仕組みをいう。

２．意思決定を構成する要素
（１）本人の判断能力

障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度について慎重な
アセスメントが重要。

（２）意思決定支援が必要な場面

（３）人的・物理的環境による影響
意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響を受ける。

① 日常生活における場面
例えば食事・衣服の選択・外出・排せつ・整容・入浴等

基本的生活習慣に関する場面の他、複数用意された余
暇活動プログラムへの参加を選ぶ等の場面が考えられ
る。

日頃から本人の生活に関わる事業者の職員が、場面
に応じて即応的に行う直接支援の全てに意思決定支援
の要素が含まれている。

② 社会生活における場面
自宅からグループホームや入所施設等に住まいの場を移す場面

や、入所施設から地域移行してグループホームや一人暮らしを選ぶ
場面等が、意思決定支援の重要な場面として考えられる。

体験の機会の活用を含め、本人の意思確認を最大限の努力で行
うことを前提に、事業者、家族や成年後見人等が集まり、判断の根
拠を明確にしながら、より制限の少ない生活への移行を原則として、
意思決定支援を進める必要がある。

Ⅱ 総 論

○ 障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や指
定相談支援事業者に対し、「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。

○ 今般、意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を
含めた関係者間で共有することを通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とするもの。

Ⅰ 趣 旨
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３．意思決定支援の基本的原則
（１）本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが原則である。本人の自己決定にとって必要な情報の説明は、本人が理解でき

るよう工夫して行うことが重要である。

（２）職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するよう努める姿
勢が求められる。

（３）本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、本人の日常生活の場面や事業者のサー
ビス提供場面における表情や感情、行動に関する記録などの情報に加え、これまでの生活史、人間関係等様々な情報を把握し、根
拠を明確にしながら障害者の意思及び選好を推定する。

４．最善の利益の判断
本人の意思を推定することがどうしても困難な場合は、関係者が協議し、本人にとっての最善の利益を判断せざるを得ない場合があ

る。最善の利益の判断は最後の手段であり、次のような点に留意することが必要である。
（１）メリット・デメリットの検討

複数の選択肢からメリットとデメリットを可能な限り挙げ、比較検討して本人の最善の利益を導く。

（２）相反する選択肢の両立
二者択一の場合においても、相反する選択肢を両立させることを考え、本人の最善の利益を追求する。（例えば、食事制限が必要な

人も、運動や食材等の工夫により、本人の好みの食事をしつつ、健康上リスクの少ない生活を送ることができないか考える場合等。）

（３）自由の制限の最小化
住まいの場を選択する場合、選択可能な中から、障害者にとって自由の制限がより少ない方を選択する。また、本人の生命・身体の

安全を守るために、行動の自由を制限せざるを得ない場合でも、他にないか慎重に検討し、自由の制限を最小化する。

５．事業者以外の視点からの検討
事業者以外の関係者も交えて意思決定支援を進めることが望ましい。本人の家族や知人、成年後見人、ピアサポーター等が、本人に

直接サービス提供する立場とは別の第三者として意見を述べることにより、多様な視点から本人の意思決定支援を進めることができる。

６．成年後見人等の権限との関係
意思決定支援の結果と成年後見人等の身上配慮義務に基づく方針が齟齬をきたさないよう、意思決定支援のプロセスに成年後見人

等の参画を促し、検討を進めることが望ましい。
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１．意思決定支援の枠組み
意思決定支援の枠組みは、意思決定支援責任者の配置、意思決定支援会議の開催、意思決定の結果を反映したサービス等利用

計画・個別支援計画（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、モニタリングと評価・見直しの５つの要素から構成される。

（１）意思決定支援責任者の配置
意思決定支援責任者は、意思決定支援計画作成に中心的にかかわり、意思決定支援会議を企画・運営するなど、意思決定支援

の仕組みを作る等の役割を担う。サービス管理責任者や相談支援専門員が兼務することが考えられる。

（２）意思決定支援会議の開催
意思決定支援会議は、本人参加の下で、意思決定が必要な事項に関する参加者の情報を持ち寄り、意思を確認したり、意思及び

選好を推定したり、最善の利益を検討する仕組み。「サービス担当者会議」や「個別支援会議」と一体的に実施することが考えられる。

（３）意思決定が反映されたサービス等利用計画や個別支援計画（意志決定支援計画）の作成とサービスの提供
意思決定支援によって確認又は推定された本人の意思や、本人の最善の利益と判断された内容を反映したサービス等利用計画や

個別支援計画（意思決定支援計画）を作成し、本人の意思決定に基づくサービスの提供を行うことが重要である。

（４）モニタリングと評価及び見直し
意思決定支援を反映したサービス提供の結果をモニタリングし、評価を適切に行い、次の支援でさらに意思決定が促進されるよう見

直すことが重要である。

２．意思決定支援における意思疎通と合理的配慮
意思決定に必要だと考えられる情報を本人が十分理解し、保持し、比較し、実際の決定に活用できるよう配慮をもって説明し、決定した

ことの結果起こり得ること等を含めた情報を可能な限り本人が理解できるよう、意思疎通における合理的配慮を行うことが重要である。

３．意思決定支援の根拠となる記録の作成
意思決定支援を進めるためには、本人のこれまでの生活環境や生活史、家族関係、人間関係、嗜好等の情報を把握しておくことが必

要である。家族も含めた本人のこれまでの生活の全体像を理解することは、本人の意思を推定するための手がかりとなる。

４．職員の知識・技術の向上
職員の知識・技術等の向上は、意思決定支援の質の向上に直結するものであるため、意思決定支援の意義や知識の理解及び技術等

の向上への取組みを促進させることが重要である。

Ⅲ 各 論
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１．日中活動プログラムの選択に関する意思決定支援
２．施設での生活を継続するかどうかの意思決定支援
３．精神科病院からの退院に関する意思決定支援

５．関係者、関係機関との連携
意思決定支援責任者は、事業者、家族や成年後見人等の他、関係者等と連携して意思決定支援を進めることが重要である。協議会

を活用する等、意思決定支援会議に関係者等が参加するための体制整備を進めることが必要である。

６．本人と家族等に対する説明責任等
障害者と家族等に対して、意思決定支援計画、意思決定支援会議の内容についての丁寧な説明を行う。また、苦情解決の手順等の

重要事項についても説明する。意思決定支援に関わった関係者等は、業務上知り得た秘密を保持しなければならない。

Ⅳ 意思決定支援の具体例

意思決定が必要な場面 ・サービスの選択 ・居住の場の選択 等

本人が自分で決定できるよう支援

自己決定が困難な場合

○本人の意思決定に関する情報の把握方法、意思決定支援会議の開催準備等

○アセスメント ・本人の意思確認 ・日常生活の様子の観察 ・関係者からの情報
収集・本人の判断能力、自己理解、心理的状況等の把握・本人の生活史等、
人的・物理的環境等のアセスメント・体験を通じた選択の検討 等

意思決定支援責任者の選任
とアセスメント
相談支援専門員・サービス管理責任者
兼務可

意思決定支援会議の開催
サービス担当者会議・個別支援会議
と兼ねて開催可

本人・家族・成年後見人等・意思決定支援責任者・事業者・関係者等による情報交
換や本人の意思の推定、最善の利益の判断

意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画
（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、支援結果等の記録

支援から把握される表情や感情、行動等か
ら読み取れる意思と選好等の記録

意
思
決
定
に
関
す
る
記
録
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

○ 意思決定支援の流れ
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（参考資料１）
山形県内の障がい者の現状等について
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山形県の障がい者の現状

県人口 約101.1万人 （令和６年10月）
(うち65歳以上) 約 36.0万人 （ 〃 ）

老年人口割合 ３５．６％（全国第５位）(令和６年10月)

身体障害者手帳等の所持者数（令和５年度末）

精神障害者保健福祉手帳療育手帳身体障害者手帳

７，０４９人９，５２９人４８，７４４人
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○身体障害者手帳・療育手帳所持者の高齢化率

資料：厚生労働省「令和４年度生活のしづらさなどに関する調査」

障がい福祉課調べ

高齢化率療育手帳所持者

うち65歳以上

１６．２％１，５４３人９，５２９人山形県

１４．６％１６６千人１，１４０千人全 国

高齢化率身体障害者手帳所持者

うち65歳以上

７９．４％３８，６９２人４８，７４４人山形県

７１．２％２，９６２千人４，１５９千人全 国
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○障害者支援施設の利用者の高齢化

資料：県障がい福祉課、厚生労働省「平成29年社会福祉施設等調査」

平成29年10月現在（ ）内は構成比

○県内の障害者支援施設及びグループホーム利用者数

資料：県障がい福祉課、 厚生労働省 （ ）内は全国値（R6.1現在）

全国山形県

142,331人1,798人利用者総数

29,345（20.6%）466人（25.9%）うち65歳以上

令和５年度平成30年度

1,434人
（124,432人）

1,560人障害者支援施設

1,626人
（168,318人）

1,330人
グループホーム
※ケアホーム含む

104



（参考資料２）
医療的ケア児等への支援について
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（参考資料３）
就労支援について
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ご清聴ありがとうございました。

出典：厚生労働省公表資料
サービス管理責任者・児童発達管理責任者指導者養成研修資料
相談支援従事者指導者養成研修資料
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